
資料 ２：配食対象校と配食数 
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28

給食数 学級数 給食数 学級数 給食数 学級数

小学校 2,350 73 3,221 99 2,725 96

中学校 1,047 31 1,391 40 1,971 56

計 3,397 104 4,612 139 4,696 152

７校
項　目

４校 ６校

中学校

学校名

柏原 入間川 堀兼

学　　校

名　称

小計

19 636 2

配　送　学　校

配　送　学　校

担任数

第
一
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

ブ
ロ

ッ
ク

給食数(H21.5.1)(担任数は学級数と同数、職員数はH19実数）

柏　原 入間川 堀　兼
学級数(H21推測数） 児童・生徒、担任（同左）、職員数

学級数 特殊 小計 児童等 特殊 職員

Ａ

柏原小学校 18 1 19 柏原小学校 67114 671

入間川小学校 18 1 19 582 6 19 13 620

水富小学校 13 0 13 420 0 13

入間川小学校

11 444

620

365

水富小学校 444

笹井小学校 365笹井小学校 12 0 12 342 0 12 11

Ｂ

奥富小学校 13 0 13 354 0

14

奥富小学校 37813 11 378

724新狭山小学校 19 2 21 672 17 21 新狭山小学校 724

広瀬小学校 18 2 20 577537 6 20 14 広瀬小学校 577

入間川東小学校 18 2 20 586586545 7 20 14

14 2

入間川東小学校

19 56416 515 14 16

682

東中学校 564

西中学校西中学校 18 2 20 634 8 20 20 682

入間川中学校 13 0 13 426 0 13 入間川中学校 45516 455

柏原中学校 11 0 11 365 365柏原中学校

中

東中学校

小　計 185

給食センター職員

338 0 11 16

06,4616,001 60 197 173

学級数(H21推測数）

小計 3,397 3,034

児童・生徒、担任（同左）、職員数

12 197

小計

第
二
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

ブ
ロ

ッ
ク

給食数(H21.5.1)(担任数は学級数と同数、職員数はH19実数）

柏　原 入間川 堀　兼ｸﾗｽ数 特殊 小計 児童等 特殊 担任数 職員

Ａ

入間小学校 12 2 14 320 10 14 入間小学校13 357 357

南小学校 16 0 16 488 0 16 13 517 517

御狩場小学校 11 0 11 317 0 11

南小学校

12 340

321

御狩場小学校 340

堀兼小学校堀兼小学校 12 0 12 297 0 12 12 321

狭山台北小学校 11 0 11 262 0 11 288

15

狭山台北小学校15 288

866 富士見小学校 866

Ｂ

富士見小学校 24 0

狭山台南小学校 13 2

入間野小学校 11 0

24 827 0 24

山王小学校 17 0 17 531499 0 17 15 山王小学校 531

15 369328 14 15 12 狭山台南小学校 369

11 342342320 0 11 11

9 0

入間野小学校

9 271 0 9 入間中学校17 297 297

2 12 15山王中学校 11 1 12 397

堀兼中学校 15 0 15 537 0 15

山王中学校368

16 568

397

329

堀兼中学校

狭山台中学校

568

狭山台中学校 9 0 9 301 0 9 19 329

入間野中学校 11 0 11 349 0 11 入間野中学校20 380 380

中央中学校 11 0 11 372 372中央中学校

中

入間中学校

小　計 193

給食センター職員

349 0 11 12

5 198 6,302

8,296小学校

5,833 26 198 217

　職員数のみ給食センター作成の日別人員表（H19.4.5付）
値を使い、その他の数値は学務課の推計表（H19.5.1付）
値を使用した。

小計 0 1,578 4,696

合　　計 378 17 395 11,834 86 395 390 12,763 4,612 4,696

柏原 入間川 堀兼

3,397

2,350 3,221 2,725

69.2% 69.8% 58.0%

1,971

30.8% 30.2% 42.0%

1,047 1,391

4,409

12,705

合　　計

給食提供数学　　校

計

５校

3,397 4,696

２校 ３校

4,612

※
　数
　数

項　目

学校名

学校名

項　目
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資料 ３：想定事業スキーム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給食提供先学校 
金融機関 

SPC 

特別目的会社 

狭山市 

建設会社等 

保険会社 

出資者 

維持管理・運営会社

サービスの対価事業契約 
建設終了後の

施設の譲渡

出資・配当

業務委託契約等 

給食提供 

保険契約

融資・返済 

建設請負契約 

直接協定 
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資料 ４：運営業務に関する役割分担 

 狭山市 ＳＰＣ 
NO 業務内容 

 栄養士等 調理責任者 調理員 

1 献立の作成 
 

献立の作成 

 

 

 

 

2 食材の調達* 
 

食材の調達 

 

 

 

 

3 食材の検収 
  

食材の検収  

 

 

 
  

 

 

  

4 
 

 

 
調理の実施 

 
調理 

  

 

*米飯、パン、牛乳、デザート等委託食品の調達は、ＰＦＩ事業範囲外です。 

 

 

   

5 給食の検食 
 

調理方法等の指示 

  

給食の検食 

 

 

 

 

6 給食の配送・回収 
  

給食の配送・回収 

  

7 洗浄・片付け 洗浄・片付け 

8 施設の維持管理 
  

施設の維持管理 

調理状況の確認
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資料 ５：狭山市立第一学校給食センター更新事業リスク分担表 

 

負担者 
No リスクの種類 リスクの内容 

市 民間

1 政策転換リスク 
政策転換による事業開始遅延追加費用、事業中断・事業契約解

除に伴う追加費用 
●   

2 事業者の利益に係る税制度の新設・変更   ● 

3 
税制リスク 

上記以外のもの ●   

4 
本事業に直接関わる法制度の新設・変更等 （許認可・公的支援

制度の新設・変更を含む） 
●   

5 

法制度リスク 

上記以外のもの   ● 

6 事業者が取得すべき許認可の未取得・取得遅延・失効   ● 

7 上記のうち、市が担う役割（資料提供等）の不履行に起因するもの ●   

8 市が取得すべき許認可の取得遅延・失効 ●   

9 

許認可の取得遅延・

失効リスク 

※制度変更は法制

度変更に含む。 上記のうち、事業者が担う役割（資料提供等）の不履行に起因する

もの 
  ● 

10 事業者が獲得すべき公的支援制度の獲得不可   ● 

11 上記のうち、市が担う役割（資料提供等）の不履行に起因するもの ●   

12 市が獲得すべき公的支援制度の獲得不可又は条件変更 ●   

13 

公的支援制度の獲

得リスク 

※制度廃止や条件

変更等は、法制度リ

スク 
上記のうち、事業者が担う役割（資料提供等）の不履行に起因する

もの 
  ● 

14 
本事業の実施に係る周辺住民等の反対運動、要望等による計画

遅延、条件変更、費用の増大等 
●   

15 

住民対応リスク 

事業者が実施する業務に起因するもの   ● 

共
通 

16 事業者の事由による第三者への賠償   ● 

17 
第三者賠償リスク 

市の事由による第三者への賠償 ●   

18 基準金利の設定時点までの金利変動  ●  

19 
金利変動リスク 維持管理、運営期間中の金利変動 ※一定周期での基準金利の

見直しを予定 
● ● 

20 
事業者の実施すべき設計、建設業務の性能未達や瑕疵、不履行

によるもの 
  ● 

21 

環境保全リスク 

上記以外のもの ●  

22 運用開始までの物価変動に伴う事業者の費用の増加  ● 

23 
維持管理・運営期間における急激な物価変動（インフレ・デフレ）に

伴う事業者の費用の増減 
●  

24 

物価変動リスク 

上記以外のもの  ● 

25 事業者の事由によるもの   ● 

26 市の事由によるもの （市が供給元の場合を含む。） ●   インフラ供給リスク 

27 供給元等の第三者的な事由によるもの ●   

不可抗力リスク 
戦争、天災、暴動等の不可抗力による事業の中断、中止に伴う設

計／建設／維持管理・運営費の増加及びその他損害 
28 ● ▲ 

▲は、従分担を表す。 
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負担者 
No リスクの種類  リスクの内容 

市 民間

29 応募書類の誤り 入札説明書等の入札関連書類の誤り ●   

30 市の募集実施費用 ●   

31 
募集費用リスク 

事業者の応募費用   ● 

32 資金調達リスク 契約段階での資金供給コミットの取付不能   ● 

33 市事由による契約締結の遅延、締結不能 ●   

34 
契約締結リスク 

事業者事由による契約締結の遅延、締結不能   ● 

35 

市が提示した条件の誤りや要求事項の変更などの指示による設計

変更やそれに伴う工事費等の増大、完工遅延など（市事由によるも

の） 

●   

36 

設計リスク 

事業者の設計に係るミスや瑕疵による手戻りや費用増大、完工遅

延など（事業者事由によるもの） 
  ● 

37 地下埋設物 
予め想定しえない地下埋設物の顕在化による対応費用の増加や

完工遅延等 
●   

38 土地の瑕疵 土地の瑕疵に起因する対応費用の増加や完工遅延等 ●   

39 建材費や人件費等の上昇 （初期整備のみ対象）   ● 

40 
事業者の見積もりミスや下請け・雇用者の不正行為など事業者の

事由による工事費増大 
  ● 

41 

工事費リスク 

市の提示条件の誤りや市の指示など、市の事由による工事費増大 ●   

42 市の事由による完工遅延 ●   

43 
完工遅延リスク 

事業者（下請業者を含む。）の事由による完工遅延   ● 

44 事業者の事由による施設の損害   ● 

募
集
・契
約
段
階 

施設損害リスク 
市の事由による施設の損害 45 ●   
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負担者 
No リスクの種類  リスクの内容 

市 民間

46 性能リスク 施設・設備の瑕疵、維持管理・運営業務の不履行による性能未達  ● 

47 
維持管理・運営費用

上昇リスク 

事業者の計画・見積の誤りなど、事業者の事由による維持管理・

運営費用の上昇（物価変動は除く。） 
 ● 

48 PFI 支払いリスク 市から事業者へのサービスの対価の支払遅延・滞納 ●  

49 計画変更リスク 市の事由による事業条件の変更 ●  

50 事業者の事由による施設の損害  ● 

51 市の事由による施設の損害 ●  

52 

施設損害リスク 

上記以外の第三者等の事由による施設の損害 ● ▲ 

53 
本市の要請により給食数増加に伴い事業者に生じた増加費用の

負担 
● ▲ 

54 
児童生徒数の減少に伴い給食数の減少による運営業務自体の

益の増減 収
● ▲ 

55 

給食数増減リスク 
（需要変動リスク） 

食べ残し等による残渣の変動（本市作成の献立による影響を含

む。） 
● ▲ 

56 本市が実施する業務に起因するもの ●  

57 

異物混入リスク 
（食中毒リスク） 事業者が実施する業務に起因するもの  ● 

58 本市が実施する業務に起因するもの ●  

59 事業者が実施する業務に起因するもの  ● 

60 

アレルギー対応 
リスク 突発的な発症(事前の把握が困難なアレルギー物質による場合) ●  

61 

本市の責めによる配送及び配膳の遅延により本市及び事業者に

生じた増加費用・損害(事業契約解除の際の損害を含む。)の負

担 

●  
配送及び配膳遅延 
リスク 事業者の責めによる配送及び配膳の遅延により本市及び事業者

に生じた増加費用の負担 
 ● 62 

運搬費用増大 
リスク 

物価、計画変更等以外の要因による運搬費用の増大 

（交通事情悪化による運送費増加など） 
 63 ● 

64 本市が実施する業務に起因する食器等の破損 ●  
65 事業者が実施する業務に起因する食器等の破損  ● 
66 

維
持
管
理
・運
営
段
階 

食器等破損リスク 
学校、児童生徒による食器等の破損 ●  

67 市の契約不履行に起因する事業契約解除 ●   

68 事業者の契約不履行に起因する事業契約解除   ● 

69 

事業の終了リスク 

法令変更等、両者の事由によらない事業終了 ●  

70 性能リスク 要求水準不適合   ● 

事
業
終
了
段
階 

71 終了手続きリスク 事業者が実施すべき終了手続きの不備によるもの   ● 

▲は、従分担を表す。 
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